
 

恵庭市統計調査員希望登録要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、国、道及び市が行う各種統計調査において、統計調査員になること

を希望する者（以下「希望者」という。）の登録に関し必要な事項を定めるものとする。 

（登録の要件） 

第２条 統計調査員の登録は、次の各号に定める要件の全てに該当する者の中から行うも

のとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。 

(1) 統計調査に対し、責任を持って調査事務を遂行できる者 

(2) 市内に在住、通勤又は通学する満２０歳以上の者 

(3) 秘密の保護に関し信頼のおける者 

(4) 税務、選挙及び警察に直接関係のない者 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団と密接な関係を有する者

でないこと。 

（登録手続） 

第３条 登録の手続は、次に定めるところによる。 

(1) 希望者は、統計調査員登録カード（別記様式）を市長に提出するものとする。 

(2) 前号の規定にかかわらず、希望者は、市長が別に定めるインターネット上の登録フ

ォームから登録の申請を行うことができるものとする。 

(3) 市長は、前２号の規定により登録の申請を受けたときは、その内容を審査し、必要

に応じ希望者との面接を行い、統計調査員として適格と認めるときは、登録する。 

（登録の期間） 

第４条 前条の規定により統計調査員として登録された者（以下「登録調査員」という。）

の登録の期間は、登録の日から１年とする。ただし、登録調査員本人から辞退の申出が

ない場合は、継続することができるものとする。 

（登録の取消し） 

第５条 市長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すこ



 

とができるものとする。 

(1) 登録調査員を辞退する旨の意思表示があった場合 

(2) 第２条に定める要件に該当しないことが明らかになった場合 

(3) 調査に従事しない等登録調査員としてふさわしくない行為があった場合 

(4) 病気、転居その他の事由により統計調査事務に従事することができなくなった場合 

(5) 死亡が確認された場合 

(6) 連絡が取れない状態等、登録を継続し難い事由がある場合 

（統計調査員の選任） 

第６条 市長は、統計調査員を選考又は推薦するときは、登録調査員から行う。ただし、

地域的事情その他の事由で適格者を得られない場合は、この限りでない。 

（登録調査員の募集） 

第７条 希望者の募集は、公募、推薦その他の方法により行う。 

（研修の実施） 

第８条 市長は、登録調査員の資質向上及び統計調査の円滑な実施を図るため、必要に応

じて研修を実施するものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 登録調査員のうち統計調査に従事した調査員は、その職務上知り得た秘密を他に

漏らしてはならない。登録の取消しを受けた後においても同様とする。 

（情報の保護及び提供） 

第１０条 市長は、統計調査の実施を目的として恵庭市統計担当課以外の課又は国若しく

は道から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）第６９条第２項第１号の規定に基づき、統計調査員登録

カードにより、登録調査員本人の同意を得た上で、当該情報を提供するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要領の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（実施期日） 



 

１ この要領は、令和８年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要領の実施の際現にこの要領による改正前の恵庭市統計調査員希望登録要領の規

定により行った登録は、改正後の恵庭市統計調査員希望登録要領の規定により行った登

録とみなす。 



 

 


